
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 処 務 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ８ 年 ２ 月 26日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ４ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 処 務 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

 （ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 処 務 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 処 務 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管

理 規 程 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（分課） （分課） 

第１条  大阪広域水道企業団水道企業条例

（平成 23年大阪広域水道企業団条例第２

号。以下「条例」という。）第４条に規

定する経営管理部に経営企画課及び財務

課を置く。 

第１条  大阪広域水道企業団水道企業条例

（平成 23年大阪広域水道企業団条例第２

号。以下「条例」という。）第４条に規

定する経営管理部に経営企画課及び広域

連携課を置く。 

２  条例第４条に規定する総務部に危機管

理課、総務課及び広域連携課を置く。 

２  条例第４条に規定する総務部に危機管

理課、総務課及び財務課を置く。 

３・４ （略） 

 

３・４ （略） 

 

（出先機関の設置） （出先機関の設置） 

第２条 （略）  第２条 （略）  

２  （略） ２ （略） 

名称 位置 所管区域 

（略） （略） （略） 

泉 南 地 域

水 道 セ ン

ター 

泉南市樽井 泉南水道事業、阪南水道

事業、田尻水道事業及び

岬水道事業に係る区域 

（略） （略） （略） 

大 阪 狭 山

水 道 セ ン

ター 

 

 

（略） 

 

（略） 

（略） （略） （略） 

熊 取 水 道

センター 

 

 

 

（略） （略） 

名称 位置 所管区域 

（略） （略） （略） 

泉南水道

センター 

 

泉南市樽井 泉南水道事業に係る区域 

（略） （略） （略） 

大阪狭山

水道セン

ター 

（略） （略） 

阪南水道

センター 

阪南市鳥取 阪南水道事業に係る区域 

（略） （略） （略） 

熊取水道

センター 

（略） （略） 

田尻水道

センター 

泉南郡田尻

町嘉祥寺 

田尻水道事業に係る区域 

岬水道セ 泉南郡岬町 岬水道事業に係る区域 



 

（略） （略） （略） 
 

ンター 深日 

（略） （略） （略） 
 

３ （略） ３ （略） 

（略） （略） 

 （略）  （略） 

泉南地域水道センター 泉南水道センター 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

大阪狭山水道センター 大阪狭山水道センター 

 （略）  （略） 

 阪南水道センター 

 総務課、工務課 

（分掌） （分掌） 

第３条  第１条第１項に規定する経営企画

課及び財務課の分掌事務は、次のとおり

とする。 

第３条  第１条第１項に規定する経営企画

課及び広域連携課の分掌事務は、次のと

おりとする。 

経営企画課 経営企画課 

(１ )～（６） （略） (１ ) ～（６） （略） 

財務課 広域連携課 

(１ ) 財務会計制度に関すること。 (１ ) 市町村連携に関すること。 

(２ ) 予算、一時借入金及び企業債に関

すること。 

(２ ) 水道事業の広域化に関すること。 

(３ ) 資金の運用に関すること。  

(４ ) 出納・収納取扱金融機関に関する

こと。 

 

(５ ) 決算に関すること。  

(６ ) 現金、有価証券及び担保物の出納

及び保管に関すること。 

 

(７ ) 会計事務の検査及び指導に関する

こと。 

 

(８ ) 財務会計システムの管理に関する

こと。 

 

(９ ) 資産（用地を除く。）の管理及び

処分に関 すること （総務部 、広域事 業

部、水道 事業部及 び出先機 関分掌の も

 



のを除く。）。 

(10) 水道事業及 び工業用 水道事業 の給

水申込み 及び給水 料金の調 定に関す る

こと。 

 

(11) 工業用水道 事業の給 水保証金 及び

量水器使用料の調定に関すること。 

 

(12) 入札及び契約に関すること。  

(13) 用地及び支 障物件の 補償の総 括に

関すること。 

 

(14) 用地の取得 、管理及 び支障物 件の

補償に関 すること （出先機 関分掌の も

のを除く。）。 

 

２  第１条第２項に規定する危機管理課、

総務課及び広域連携課の分掌事務は、次

のとおりとする。 

２  第１条第２項に規定する危機管理課、

総務課及び財務課の分掌事務は、次のと

おりとする。 

危機管理課 危機管理課 

(１ )～（４） （略） (１ ) ～（４） （略） 

総務課 総務課 

(１ )～（９） （略） (１ ) ～（９） （略） 

広域連携課 財務課 

(１ ) 市町村連携に関すること。 (１ ) 財務会計制度に関すること。 

(２ ) 水道事業の広域化に関すること。 (２ ) 予算、一時借入金及び企業債に関

すること。 

 (３ ) 資金の運用に関すること。 

 (４ ) 出納・収納取扱金融機関に関する

こと。 

 (５ ) 決算に関すること。 

 (６ ) 現金、有価証券及び担保物の出納

及び保管に関すること。 

 (７ ) 会計事務の検査及び指導に関する

こと。 

 (８ ) 財務会計システムの管理に関する

こと。 

 (９ ) 資産（用地を除く。）の管理及び

処分に関 すること （経営管 理部、広 域

事業部、 水道事業 部及び出 先機関分 掌

のものを除く。）。 

 (10) 水道事業及 び工業用 水道事業 の給



水申込み 及び給水 料金の調 定に関す る

こと。 

 (11) 工業用水道 事業の給 水保証金 及び

量水器使用料の調定に関すること。 

 (12) 入札及び契約に関すること。 

 (13) 用地及び支 障物件の 補償の総 括に

関すること。 

 (14) 用地の取得 、管理及 び支障物 件の

補償に関 すること （出先機 関分掌の も

のを除く。）。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

 （ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 の 設 置 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 の 設 置 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広

域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（出先機関に置く職） （出先機関に置く職） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

出先機関名 設置する職 

（略） （略） 

泉南地域水道センタ

ー 

所長、課長 

（略） （略） 

大阪狭山水道センタ

ー 

 

（略） 

（略） （略） 

熊取水道センター 

 

 

（略） 

（略） （略） 
 

出先機関名 設置する職 

（略） （略） 

泉南水道センター 所長、課長 

 

（略） （略） 

大阪狭山水道センタ

ー 

（略） 

阪南水道センター 所長、課長 

（略） （略） 

熊取水道センター （略） 

田尻水道センター 所長 

岬水道センター 所長 

（略） （略） 
 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 （ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 就 業 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 就 業 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業

団 管 理 規 程 第 31号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  



（ 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り ）  （ 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り ）  

第 ８ 条  （ 略 ）   第 ８ 条  （ 略 ）   

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  八 尾 水 道 セ ン タ ー 、 柏 原 水 道 セ ン タ

ー 又 は 四 條 畷 水 道 セ ン タ ー に 勤 務 す る

職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 同 項 中 「 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時

30分 ま で 」 と あ る の は 「 午 前 ８ 時 45分

か ら 午 後 ５ 時 15分 ま で 」 と す る 。  

３  八 尾 水 道 セ ン タ ー 、 柏 原 水 道 セ ン タ

ー 、 四 條 畷 水 道 セ ン タ ー 、 阪 南 水 道 セ

ン タ ー 又 は 田 尻 水 道 セ ン タ ー に 勤 務 す

る 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 同 項 中 「 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５

時 30分 ま で 」 と あ る の は 「 午 前 ８ 時 45

分 か ら 午 後 ５ 時 15分 ま で 」 と す る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


